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第５２号 

和田区 

▶ 活動報告 「地域活性化の方向性」の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

▶ 紹介 「地域の宝」石沢二十五日講・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

▶ 市の回答 諮問事項 新市建設計画の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

▶ 紹介 令和 4 年度地域活動支援事業の活動状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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市では令和２年度～令和４年度に、市民のみなさんが大切にし、よりどころとし

ている文化財を上越市「地域の宝」として１１８件を認定しました。 

とは 

（
石
沢
町
内
会
） 

石沢二十五日講は、今から 190

年以上前に石沢集落を二分する争

いがあり、上宮寺住職により円満

に解決されたことから、報恩と集

落の融和を願い、天保 11年 2月 25

日に開講されたと伝えられていま

す。各戸持ち回りで毎月 25日に行

われてきましたが、現在は、石沢公

会堂で年 4回行われています。 

域において特に重視したいこと、大切にしたいことを、タイトル及び五つ程度の構成要素

で簡潔にまとめるもので、市から令和４年度中の作成着手のお願いがあったものです。 

 第９回地域協議会（１１月１７日開催）では、２班に分かれて構成要素について話し合

い、班ごとに発表しました。駅、遺跡、農業、イベント、自然等に関する意見が出ました。 

所在地：石沢 720番 1(石沢公会堂) 

活動報告  「地域活性化の方向性」の作成 

「地域活性化の方向性」の作成に向けて協議を行う

第７回地域協議会（９月２１日開催）以降、

自主的審議事項「上越妙高駅周辺の整備、活

性化について」を一旦中断して、和田区の「地

域活性化の方向性」の作成に向けて話し合っ

ています。 

「地域活性化の方向性」とは、地域協議会

による地域の活力向上に向けた議論を進め

るにあたり、地域協議会委員間の認識の共

有、地域協議会と市の認識の共有を図るとと

もに、市の取組の企画の参考とするため、地 ▲第 9回地域協議会の様子 
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紹介 令和４年度地域活動支援事業の活動状況 

上越市認定 地域の宝「荒町観音堂」保存

と継承、発信の事業 

提案団体：大和三丁目町内会 

和田小学校創立 150周年記念誌発行事業 

提案団体：和田小学校創立 150周年 

記念事業実行委員会 
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公園の環境整備と生活の安全・安心づくり

事業 

提案団体：島田下新田町内会 

子供達の安全と健全育成事業 

提案団体：大和二丁目町内会 

住民間の交流促進、

連帯意識向上等を目的

に、創立 150周年とな

る和田小学校の思い出

を地域住民等 150人が

寄稿する住民参加型の

記念誌「やわらぎ」を

発行し、校区の全世帯

配布等を行いました。 

子供達が安全・安心に遊べる環境づくりを推

進し、健全育成を図ることを目的に、遊び場の

遊具の一部を更新するとともに、下校時のパト

ロール、遊具の安全管理等を行いました。 

町内の一体感醸成と活性化を目的に、地域

の宝「荒町観音堂」の由来や歴史を記した看

板や誘導案内版を設置するとともに、11月 13 

日に「観音堂だ

けでない大和

三丁目歴史遺

産」をテーマに

記念講演会を

行いました。 

コミュニティ活動の活性化や子供達の安

全を確保するため、公園の遊具の更新、環境

美化活動を行うとともに、10月 31日に生活 

の安全・安心

づくり学習会

を消費生活セ

ンター職員を

招き、行いま

した。 

第７回地域協議会（９月２１日開催）で審議した表題の諮問事項（※）については、

和田区の住民生活に「支障なし」と判断し、９月２２日付けで市へ答申しました。 

第９回地域協議会（１１月１７日開催）で市からの回答として「新市建設計画を変更

する手続きを進める。今後、パブリックコメント、県との法定の協議を経て、令和５年

上越市議会３月定例会に議案を提出する予定」との報告がありました。 

諮問どおり、計画を変更する手続を進めるとの回答 

市の回答 諮問事項 新市建設計画の変更について 

※諮問事項の内容については、和田区地域協議会だより第 51号の記事をご覧ください。 


